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自
然
科
学
の
発
達
し
た
今
日
で
は
、
日
食
や
月
食
が
ど
の
よ
に

し
て
起
こ
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
次
の
日
食
や
月
食
が
地
球
上
の

ど
の
地
点
で
何
時
何
分
か
ら
観
測
で
き
る
か
ま
で
知
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
古
代
人
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の
現
象
は
人
知
を
越
え
る
謎

で
あ
っ
た
。
四
季
の
循
環
、
寒
暖
の
調
和
で
さ
え
天
の
配
剤
と
考

え
る
古
代
人
に
と
っ
て
、
日
食
も
月
食
も
、
あ
る
い
は
彗
星
や
流

星
の
出
現
も
す
べ
て
が
脅
威
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
天
体
の
運
行
を
観
測
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
予
測
で

き
な
い
日
食
や
月
食
で
は
あ
っ
て
も
、
ま
た
彗
星
や
流
星
が
突
如

天
空
を
走
つ
て
人
々
を
不
安
に
陥
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
ら
を
同
じ

よ
う
に
恐
れ
て
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
る
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
。

か
れ
ら
は
専
門
家
と
し
て
納
得
の
い
く
説
明
を
欲
し
た
。

紀
元
前
十
ニ
・
三
世
紀
の
殷
王
朝
、
ま
だ
狩
猟
採
集
の
生
活
が
中

心
で
あ
っ
た
こ
ろ
の
亀
骨
文
な
ど
に
も
風
雨
な
ど
天
候
を
伺
う
記

は
じ
め
に

古
代
中
国
の
彗
星
予
言
（
前
）

録
が
断
片
的
に
見
え
る
が
、
殷
の
時
代
に
は
ま
だ
天
文
観
測
に
は

至
っ
て
い
な
い
。
天
体
を
観
測
し
記
録
す
る
の
は
周
に
入
っ
て
か

ら
で
あ
る
。
『
尚
書
』
発
典
に
「
日
月
星
辰
を
暦
象
し
、
敬
み
て
人

時
を
授
く
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
発
が
天
文
に
通
じ
た
毅
和
を
天
文

官
と
し
、
太
陽
・
月
・
星
辰
を
観
測
し
て
農
耕
に
益
あ
る
暦
を
制
す

る
よ
う
に
命
じ
た
と
い
う
も
の
で
、
周
王
朝
に
は
す
で
に
天
文
観

測
が
さ
な
れ
た
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

『
周
易
』
に
「
仰
ぎ
て
以
て
天
文
を
観
、
俯
し
て
以
て
地
理
を
察

す
。
是
の
故
に
幽
明
の
故
を
知
る
」
（
繋
辟
上
）
、
「
天
文
を
観
て
、

以
て
時
理
を
察
し
、
人
文
を
観
て
、
以
て
天
下
を
化
成
す
」
（
責
卦
・

象
傭
）
と
見
え
る
よ
う
に
、
天
文
は
地
上
の
こ
と
と
共
に
変
化
の

法
則
を
知
る
た
め
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
観
測
の
対
象
と
認
識
さ
れ

て
い
た
。
「
天
、
紳
物
を
生
じ
、
聖
人
、
之
れ
に
則
る
。
天
地
雙

し
め

化
し
て
、
聖
人
、
之
れ
に
放
う
。
天
、
象
を
垂
れ
、
吉
凶
を
見
す
。

聖
人
、
之
れ
に
象
る
」
（
繋
僻
上
）
と
あ
る
よ
う
に
、
天
の
千
変
万

化
が
吉
凶
を
示
し
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

串

田

久

治
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日
月
星
辰
の
運
行
を
観
測
す
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
四
季
の
変

遷
を
推
察
す
る
た
め
で
あ
り
、
よ
り
客
観
的
な
自
然
の
法
則
を
天

文
観
測
か
ら
獲
得
し
よ
う
と
す
る
、
原
始
的
で
は
あ
る
が
明
ら
か

に
科
学
的
精
神
の
あ
ら
わ
れ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

古
代
人
が
自
然
の
法
則
を
知
ろ
う
と
し
た
時
に
さ
ま
ざ
ま
な
恐

怖
を
経
験
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
天
文
観
測

か
ら
吉
凶
を
占
う
行
為
は
、
予
測
を
越
え
た
異
変
や
法
則
に
反
す

る
現
象
を
目
の
当
た
り
に
し
た
時
に
生
ま
れ
る
恐
怖
か
ら
逃
れ
よ

う
と
す
る
意
志
の
あ
ら
わ
れ
、
不
安
を
解
消
す
る
た
め
の
一
助
と

し
て
生
ま
れ
た
と
見
て
も
大
過
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
観
測
者
が

そ
の
主
観
を
捨
て
て
客
観
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
時
、
そ
こ
に
あ

る
種
の
法
則
を
見
い
だ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
記
録
の
積
み
重
ね

が
科
学
的
な
天
文
学
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
天
文
観
測
か
ら
様
々
な
占
術
が
展
開
し
た
こ
と
は
中
国

の
天
文
学
の
特
色
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
中
国
に
限

ら
な
い
。
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
タ
プ
レ
ッ
ト
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、

古
代
ギ
リ
シ
ャ
や
イ
ン
ド
で
も
同
様
で
あ
る
。
古
代
人
が
天
体
の

神
秘
に
対
峙
し
た
時
に
生
ま
れ
る
恐
怖
は
普
遍
的
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
の
占
い
は
実
に
多
種
多
様
で
、

し
か
も
今
日
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
。

『
周
證
』
に
は
、
保
章
氏
・
凋
相
氏
・
ト
師
・
痙
人
・
占
夢
・
眠
綬
な

ど
の
職
が
見
え
、
か
れ
ら
が
日
月
星
辰
の
運
行
を
観
察
し
て
妖
祥

を
判
別
し
、
人
間
世
界
の
諸
事
の
吉
凶
を
占
い
、
そ
の
占
い
か
ら

未
来
を
予
見
す
る
仕
事
を
担
う
特
殊
技
術
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
彼
ら
は
日
食
・
月
食
や
五
惑
星
の
会
合
か
ら
天
下
の
禍
福
を

占
う
だ
け
で
な
く
、
雲
気
や
風
、
あ
る
い
は
眠
殿
と
い
っ
た
太
陽

か
さ

の
周
囲
に
現
れ
る
最
の
様
子
な
ど
か
ら
、
諸
国
の
吉
凶
、
作
物
の

豊
饒
・
凶
作
、
水
害
や
旱
魃
な
ど
を
占
う
の
で
あ
る
。
後
世
、
望
気

や
風
角
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
も
含
め
、
太
陽
・
月
・
星
だ
け
で
な
く
、

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
自
然
現
象
か
ら
、
果
て
は
占
夢
の
よ
う
に
夢
か

ら
未
来
を
占
う
も
の
ま
で
、
実
に
多
彩
な
占
術
が
存
在
し
て
い
た
。

現
に
『
漢
書
』
藝
文
志
に
は
太
陽
・
月
•
恒
星
・
惑
星
・
彗
星
・
流
星
の

観
測
記
録
か
ら
生
ま
れ
た
占
い
の
書
に
並
ん
で
、
雲
・
雨
．
虹
蜆
•
最

な
ど
の
占
い
の
書
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
『
史
記
』
天
官
書
に
戦
国
時
代
の
「
天
敷
を
偲
え
る
者
」

と
し
て
そ
の
名
を
連
ね
る
魏
の
石
申
と
齊
の
甘
公
は
、
共
に
天
文

学
の
専
門
的
知
識
を
も
と
に
活
躍
し
た
占
星
術
士
で
あ
る
。
占
星

術
は
す
で
に
戦
国
時
代
に
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
漢
代
に
は
『
天

文
氣
象
雑
占
』
や
『
五
星
占
』
（
共
に
馬
王
堆
三
琥
漢
墓
出
土
吊
書
）

な
ど
の
占
術
書
が
生
ま
れ
て
い
る
し
、
雁
に
は
『
大
暦
開
元
占
経
』

（
罹
曇
悉
達
等
奉
勅
撰
）
が
編
纂
さ
れ
、
そ
こ
に
は
先
の
石
申
・
甘

公
の
占
星
が
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
天

文
学
と
占
術
が
時
代
を
越
え
て
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
も
、
『
漢
書
』
藝
文
志
は
天
文
観
測
か
ら
吉
凶
を
知
る
こ
と
を

(30) 
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言
う
の
み
な
ら
ず
、
「
聖
王
の
政
に
参
す
る
所
以
」
と
、
天
文
が
現

実
政
治
の
反
映
で
あ
る
こ
と
、
ゆ
え
に
吉
凶
を
見
て
自
ら
の
政
治

を
反
省
し
、
凶
な
れ
ば
身
を
慎
み
政
治
を
正
す
こ
と
を
為
政
者
に

求
め
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
中
国
の
占
い
が
西
洋
の
ホ
ロ
ス
コ
ー

プ
H
o
r
o
s
c
o
p
e

と
違
？
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ

が
主
と
し
て
個
人
の
運
命
を
占
い
予
見
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ

た
の
に
対
し
て
、
中
国
の
占
い
は
国
家
や
王
朝
の
た
め
に
生
ま
れ

た
国
家
占
星
術
J
u
d
i
c
a
l
A
s
t
r
o
l
o
g
y

と
し
て
発
展
し
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

た
だ
、
占
い
と
予
言
は
同
じ
で
は
な
い
。
占
い
が
概
ね
漠
然
と

し
た
未
来
を
言
う
の
に
対
し
て
、
予
言
は
極
め
て
現
実
的
な
こ
と

が
ら
を
具
体
的
に
説
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
予
言
が
占
い
と

決
定
的
に
違
う
の
は
、
占
い
は
占
っ
た
こ
と
が
そ
の
ま
ま
意
味
を

も
つ
の
に
対
し
て
、
予
言
が
予
言
と
し
て
認
め
ら
れ
て
人
々
に
記

憶
さ
れ
る
の
は
的
中
し
た
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、

的
中
し
な
け
れ
ば
予
言
に
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
古
代
人
が
数
あ
る
天
文
現
象
の
中
で
、
惑
星
の
異

常
運
行
と
共
に
最
も
恐
れ
を
抱
い
た
の
が
彗
星
と
流
星
で
あ
ろ
う
。

そ
の
色
や
姿
、
あ
る
い
は
出
現
す
る
方
位
に
よ
っ
て
、
彗
星
は
李

星
・
彿
星
・
弗
星
・
掃
星
・
天
機
・
天
棺
・
天
彗
な
ど
と
呼
ば
れ
、
ま
た

流
星
も
天
狗
・
天
鼓
・
柾
矢
・
長
康
等
々
の
呼
び
名
が
あ
る
よ
う
に
、

そ
の
異
名
の
多
さ
か
ら
見
て
も
当
時
の
人
々
が
い
か
に
彗
星
や
流

醤
星
の
占
い

星
を
畏
怖
し
た
か
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

特
に
彗
星
は
見
る
か
ら
に
神
秘
的
で
、
今
日
で
も
彗
星
の
神
秘

に
魅
せ
ら
れ
る
人
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
今
日
で
は
彗
星
を

恐
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
そ
こ
に
予
兆
を
見
る
こ
と
も

な
い
が
、
古
代
人
は
彗
星
の
出
現
は
予
測
で
き
な
い
だ
け
に
恐
憚

す
べ
き
神
秘
で
あ
っ
た
。
神
秘
は
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
。
彗

星
は
我
々
に
何
か
を
語
り
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

す
る
と
彗
星
へ
の
関
心
は
益
々
広
が
る
。
古
代
人
が
彗
星
に
寄
せ

た
関
心
の
大
き
さ
は
、
彗
星
の
異
名
の
多
さ
と
と
も
に
そ
の
詳
細

な
観
察
記
録
が
語
っ
て
い
る
。

本
稿
は
彗
星
の
記
録
を
た
ど
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
記
録
さ
れ
る

言
辞
の
歴
史
的
変
遷
を
整
理
し
、
彗
星
に
託
さ
れ
た
予
言
か
ら
漢

代
災
異
思
想
を
管
見
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
竹
書
紀
年
』
に
は
、
周
王
朝
第
四
代
昭
王
の
時
に
「
(
+
九
年
）

春
、
星
、
紫
微
に
字
す
る
有
り
」
と
、
彗
星
（
注
1
)

の
観
測
記
録
が

見
え
る
。
彗
星
記
録
の
最
も
古
い
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
こ
に
は
彗
星
の
出
現
に
関
し
て
具
体
的
な
解
説
は
な
い
。

一
切
の
主
観
を
排
し
た
天
文
観
測
記
録
と
言
え
よ
う
。

次
に
彗
星
の
記
録
が
散
見
す
る
の
は
『
春
秋
』
で
あ
る
。
『
春
秋
』

(31) 
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に
は
文
公
十
四
年
（
前
六
一
三
）
、
昭
公
十
七
年
（
前
五
二
五
）
、
哀

公
十
三
年
（
前
四
八
二
）
の
計
三
回
記
録
さ
れ
て
い
る
（
注
2
)
0

秋
七
月
、
星
、
字
し
て
北
斗
に
入
る
有
り
。
（
文
公
十
四
年
）

冬
、
星
、
大
辰
に
字
す
る
有
り
。
（
昭
公
十
七
年
）

冬
、
十
有
一
月
、
星
、
東
方
に
字
す
る
有
り
。
（
哀
公
十
三
年
）

彗
星
を
観
測
し
た
事
実
を
客
観
的
に
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
既
に
見
わ
れ
て
後
に
北
斗
に
入
る
は
、
常
に
は
有
る
所
に
非
ず
。

故
に
之
れ
を
書
す
」
（
文
公
十
四
年
杜
預
注
）
、
「
大
辰
は
房
心
の

尾
な
り
。
妖
嬰
す
る
こ
と
常
に
非
ず
。
故
に
書
す
」
（
昭
公
十
七
年

杜
預
注
）
と
言
う
よ
う
に
、
そ
の
尋
常
で
は
な
い
こ
と
へ
の
驚
き

と
と
も
に
記
録
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
彗
星
出
現
を

異
常
と
す
る
漠
然
と
し
た
認
識
は
、
戦
国
期
の
『
石
氏
占
』
や
『
甘

氏
占
』
（
注
3
)

で
は
不
幸
な
出
来
事
を
誘
発
す
る
現
象
と
し
て
解
説

さ
れ
る
。石

氏
曰
く
、
「
凡
そ
彗
星
に
四
名
有
り
。
一
名
字
星
、
二
名
彿

星
、
三
名
掃
星
、
四
名
彗
星
。
其
の
欣
、
同
じ
か
ら
ざ
る
も
、

残
を
為
す
こ
と
一
の
如
し
。
其
の
出
づ
る
こ
と
三
月
を
過
ぎ

ざ
れ
ば
、
必
ず
國
を
破
り
君
を
風
す
こ
と
有
り
。
…
…
営
に

飢
旱
疾
疫
の
宍
と
為
る
べ
し
」
と
。

石
氏
曰
く
、
「
彗
星
、
西
北
に
出
で
、
本
は
星
に
類
し
、
末
は

ば
か

彗
に
類
し
、
長
さ
四
五
尺
可
り
よ
り
一
丈
に
至
る
も
の
を
、

名
づ
け
て
天
棺
と
曰
う
。
之
れ
を
受
く
者
は
大
い
に
風
れ
、

兵
、
大
い
に
起
こ
る
。
若
し
女
主
な
ら
ば
憂
い
有
り
、
大
水

有
り
、
其
の
年
、
民
飢
う
」
と
。

甘
氏
曰
く
、
「
彗
星
、
其
の
枝
條
、
長
け
れ
ば
兵
と
為
し
喪
と

為
す
。
短
か
け
れ
ば
水
と
為
し
飢
と
為
す
」
と
。

甘
氏
曰
く
、
「
彗
星
、
春
夏
に
出
づ
れ
ば
飢
・
水
と
為
し
、
秋

冬
に
出
づ
れ
ば
、
人
主
自
ら
兵
を
将
い
る
と
為
し
、
大
喪
の

若
し
」
と
。
又
た
曰
く
、
「
冬
春
に
見
わ
る
る
を
小
凶
と
為
し
、

夏
秋
を
大
凶
と
為
す
」
と
。

．
破
国
乱
君
・
飢
旱
疾
疫
の
災
・
戦
争
・
大
水
・
飢
饉
と
、
い
ず
れ
も

凶
占
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、
亡
国
・
殺
裁
・
陰
謀
な
ど
、
す
べ

て
が
暗
い
未
来
を
暗
示
す
る
。
す
で
に
彗
星
は
占
星
の
世
界
で
全

き
凶
星
と
し
て
定
着
し
て
お
り
、
そ
の
形
状
や
方
位
を
問
わ
ず
出

現
そ
の
も
の
が
将
来
に
対
す
る
危
惧
を
抱
か
せ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彗
星
は
そ
の
審
状
の
姿
か
ら
掃
除
を
連

ふ

る

は

ら

想
さ
せ
、
「
凶
椴
を
掃
除
し
、
故
き
を
除
い
新
し
き
を
布
く
。
故
に

掃
星
と
言
う
」
（
『
石
氏
占
』
）
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
必
ず
し

も
絶
望
を
意
味
し
な
い
。
こ
と
ご
と
く
凶
事
を
予
測
さ
せ
る
彗
星

で
あ
る
が
、
同
時
に
古
代
中
国
人
は
不
安
定
な
現
実
社
会
に
対
す

る
不
平
や
不
満
を
一
掃
す
る
可
能
性
を
彗
星
に
対
し
て
抱
い
て
い
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た
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
彗
星
の
出
現
は
次
に
来
る
べ
き
未

来
に
対
す
る
希
望
を
も
内
包
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
注
目
に
値

す
る
。彗
星
に
対
す
る
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
漢
代
も
大
き
な
変
化
は
見
ら

れ
な
い
。彗

星
は
、
兵
有
り
。
方
を
得
し
も
の
は
勝
つ
。

是
れ
を
白
灌
と
胃
（
謂
）
う
。
見
わ
る
る
こ
と
五
日
に
し
て
去

れ
ば
、
邦
に
亡
ぶ
る
者
有
り
。

是
れ
を
赤
灌
と
胃
う
。
大
将
軍
に
死
す
者
有
り
。

蒲
彗
は
、
天
下
に
疾
あ
り
。

是
れ
是
れ
竹
彗
な
り
。
人
主
に
死
す
者
有
り
。

是
れ
是
れ
荷
彗
な
り
。
兵
起
こ
り
、
軍
幾
（
餓
）
う
。

以
上
は
一
九
七
三
年
に
長
沙
馬
王
堆
三
号
漢
墓
よ
り
出
土
し
た

吊
書
（
『
天
文
氣
象
雑
占
』
）
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
（
注
4)°

色
や
形

状
に
よ
っ
て
個
別
の
名
称
を
冠
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
吊
書
に
描
か

れ
た
図
は
す
べ
て
彗
星
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
戦
国
期
の
占
と
大
差

な
い
。
因
み
に
、
『
石
氏
占
』
で
は
「
蒲
掃
見
わ
る
れ
ば
、
兵
、
境

上
に
起
こ
り
、
軍
、
戦
う
も
勝
た
ず
」
と
あ
る
。
た
だ
二
例
、
豊

作
の
占
い
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
実
は
「
是
れ

み
の
り

を
秤
彗
と
胃
う
。
兵
起
こ
り
、
年
有
り
」
、
「
是
れ
是
れ
帯
彗
な
り
。

内
兵
有
り
。
年
、
大
い
に
執
（
熟
）
す
」
と
、
戦
争
や
内
乱
と
併
記

さ
れ
て
い
て
素
直
に
吉
と
喜
べ
な
い
占
い
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ

れ
ら
の
資
料
か
ら
は
彗
星
が
不
吉
を
予
測
さ
せ
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
、
あ
ま
り
に
も
漠
然
と
し
た
占
い
で
現
実
性
に
乏
し
い
。

と
こ
ろ
で
、
『
晏
子
春
秋
』
に
は
内
篇
に
一
例
、
外
篇
に
三
例
の

彗
星
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
み
え
る
。
い
ず
れ
も
齊
の
景
公
と

晏
子
と
の
問
答
に
お
い
て
晏
子
が
諌
め
る
話
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

当
時
の
彗
星
観
（
正
確
に
は
彗
星
だ
け
で
は
な
く
自
然
の
異
変
）
を

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
て
興
味
深
い
。
そ
も
そ
も
史
実
で
あ
る
か

ど
う
か
は
疑
わ
し
い
が
、
同
じ
話
が
『
戦
國
策
』
や
『
新
序
』
、

あ
る
い
は
『
説
苑
』
な
ど
に
も
見
え
る
だ
け
で
な
く
、
王
充
が
そ

れ
ら
に
独
自
の
見
解
を
披
漉
し
て
い
る
点
で
も
無
視
で
き
な
い
資

料
で
あ
る
。

み

公
（
景
公
）
、
西
面
し
て
望
み
、
彗
星
を
賭
る
。
伯
常
驚
を
召

し
、
之
れ
を
贖
去
せ
し
め
ん
と
す
。
晏
子
曰
く
、
「
不
可
。
此

れ
天
教
な
り
。
日
月
の
氣
、
風
雨
、
時
な
ら
ず
、
彗
星
の
出

づ
る
、
天
、
民
の
風
る
る
が
為
に
之
れ
を
見
わ
す
。
故
に
之

れ
に
妖
詳
を
詔
げ
、
以
て
不
敬
を
戒
む
。
今
、
君
、
若
し
文

を
設
け
て
諫
を
受
け
、
聖
賢
人
を
謁
せ
ば
、
彗
を
去
ら
ず
と

雖
も
、
星
は
将
に
自
ら
亡
び
ん
と
す
。
今
、
君
、
酒
を
嗜
み

て
柴
に
井
し
、
政
、
飾
め
ず
し
て
小
人
に
寛
、
謁
を
近
づ
け

優
を
好
み
、
文
を
悪
み
て
聖
賢
人
を
疏
ん
ず
。
何
の
暇
か
彗
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に
在
ら
ん
。
弗
、
又
た
将
に
見
わ
れ
ん
と
す
」
と
。
公
、
盆

然
と
し
て
色
を
作
し
、
悦
ば
ず
。
晏
子
卒
す
る
に
及
び
、
公
、

出
で
て
屏
し
て
立
ち
、
曰
く
、
「
嗚
呼
、
昔
者
、
夫
子
に
従
い

て
公
阜
に
遊
ぶ
。
夫
子
、
一
日
に
し
て
三
た
び
我
れ
を
責
む
。

今
、
誰
か
寡
人
を
責
め
ん
や
」
と
。
（
内
篇
諫
上
第
一
「
景
公

遊
公
阜
一
日
有
三
過
言
晏
子
諌
」
）

景
公
、
夢
に
彗
星
を
見
る
。
明
日
、
晏
子
を
召
し
て
焉
れ
を

問
う
。
「
寡
人
、
之
れ
を
聞
く
、
『
彗
星
有
る
は
、
必
ず
亡
國

有
り
』
と
。
夜
者
、
寡
人
、
夢
に
彗
星
を
見
る
。
吾
れ
占
夢

者
を
召
し
て
之
れ
を
占
せ
し
め
ん
と
欲
す
」
と
。
晏
子
射
え

て
曰
く
、
「
君
、
居
関
は
節
無
く
、
衣
服
は
度
無
く
、
正
諌
を

聴
か
ず
、
事
を
興
し
て
已
む
無
く
、
賦
敏
は
厭
く
無
く
、
民

を
使
う
こ
と
将
に
勝
え
ざ
ら
ん
と
す
る
が
如
し
。
萬
民
、
慰

な
ん

怨
す
。
弗
星
、
又
た
将
に
夢
に
見
わ
れ
ん
と
す
。
巽
ぞ
獨
り

彗
星
の
み
な
ら
ん
」
と
。
（
同
、
「
景
公
夢
見
彗
星
使
人
占
之

晏
子
諌
」
）

は
ら

齊
に
彗
星
有
り
。
景
公
、
祝
を
し
て
之
れ
を
譲
わ
し
め
ん
と

ま
さ

す
。
晏
子
諌
め
て
曰
く
、
「
盆
無
き
な
り
。
祇
に
涯
を
取
ら
ん
。

う

た

が

い

か

ん

天
道
は
語
わ
ず
、
其
の
命
を
戴
に
せ
ず
。
之
れ
を
若
何
ぞ
之

は
ら

れ
を
譲
わ
ん
。
且
つ
天
の
彗
有
る
は
、
以
て
椴
徳
を
除
う
な

り
。
君
、
椴
徳
無
く
ん
ば
、
又
た
何
を
か
譲
わ
ん
。
若
し
徳

の
椴
あ
ら
ば
、
之
れ
を
譲
う
も
何
ぞ
損
せ
ん
。
詩
に
云
う
、

『
維
れ
此
の
文
王
、
小
心
翼
翼
た
り
。
昭
ら
か
に
上
帝
に
事

こ

こ

よ

こ

し

え
、
車
に
多
幅
を
懐
う
。
蕨
の
徳
、
回
ま
な
ら
ず
、
以
て
方

國
を
受
く
』
と
。
君
、
徳
に
違
う
こ
と
無
く
ん
ば
、
方
國
、

将
に
至
ら
ん
と
す
。
何
ぞ
彗
を
患
え
ん
。
詩
に
曰
く
、
『
我
れ

か
ん
が監
み
る
所
無
か
ら
ん
や
、
夏
后
及
び
商
。

ILを
用
て
の
故
に
、

民
、
卒
に
流
亡
す
』
と
。
若
し
徳
の
回
風
せ
ば
、
民
、
将
に

流
亡
せ
ん
と
す
。
祝
史
の
為
も
、
能
＜
補
う
こ
と
無
き
な
り
」

と
。
公
、
説
び
、
乃
ち
止
む
。
（
外
篇
重
而
異
者
第
七
「
景
公

使
祝
史
譲
彗
星
晏
子
諌
」
）

こ
こ
で
は
彗
星
の
出
現
は
君
主
の
死
や
国
の
滅
亡
、
あ
る
い
は

君
主
と
し
て
の
徳
の
欠
如
の
象
徴
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
彗

星
を
見
た
景
公
が
、
た
と
え
そ
れ
が
夢
に
見
た
も
の
で
あ
ろ
う
と

も
何
と
か
し
て
「
譲
去
せ
し
め
ん
と
」
願
っ
た
の
は
、
彗
星
を
不

吉
の
星
と
し
て
恐
れ
た
こ
と
の
現
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
し
彗

星
を
齊
の
国
か
ら
追
い
払
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
何
と
し

て
も
そ
う
し
た
い
と
思
う
の
は
自
然
の
情
で
あ
ろ
う
。
同
じ
不
吉

の
惑
星
で
あ
る
焚
惑
（
火
星
）
を
宋
の
景
公
が
宋
の
分
野
か
ら
移
動

さ
せ
た
（
注
5
)

の
で
あ
れ
ば
、
齊
の
景
公
が
彗
星
を
齊
の
国
か
ら
移

す
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
晏
子
の
答
え
は
否
定
的
で
あ
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る
。
「
不
可
」
、
「
盆
無
き
な
り
」
と
、
い
か
に
も
そ
つ
け
な
い
。

そ
れ
は
晏
子
が
彗
星
の
出
現
を
「
天
教
」
と
し
て
、
自
然
の
理
と

し
て
受
け
入
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

確
か
に
彗
星
は
「
妖
詳
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
天
が
「
妖
詳
」

を
出
現
さ
せ
て
「
以
て
不
敬
を
戒
」
め
「
以
て
椴
徳
を
除
」
か
ん

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
天
は
「
民
の

ILる
る
が
為
に
」

景
公
に
知
ら
し
め
ん
と
彗
星
を
出
現
さ
せ
、
「
萬
民
、
慰
怨
す
」
る

原
因
が
景
公
の
「
徳
に
違
う
こ
と
」
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を

深
く
反
省
さ
せ
る
た
め
に
天
が
示
し
た
脅
威
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
景
公
が
天
の
意
を
理
解
し
て
「
文
を
設
け
て
諌
を
受

け
、
聖
賢
人
を
謁
」
し
、
「
徳
に
違
う
こ
と
無
く
」
政
治
に
当
た
る

な
ら
、
何
も
恐
れ
る
必
要
な
ど
な
い
と
言
う
訳
で
あ
る
。

こ
れ
が
晏
子
の
い
う
「
天
教
」
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
彗

星
は
天
が
地
上
の
人
間
界
に
鳴
ら
す
警
鐘
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
故
、
次
の
一
文
に
見
え
る
よ
う
に
、
彗
星
も
焚
惑
と
同
じ
よ

う
に
地
上
の
政
治
（
人
君
の
徳
）
に
反
応
す
る
こ
と
に
な
る
。

公
、
漸
じ
て
辟
を
更
め
て
日
く
、
「
我
れ
國
を
去
る
が
為
に
し

て
死
を
哀
し
む
に
非
ざ
る
な
り
。
寡
人
、
之
れ
を
聞
く
、
『
彗

星
出
づ
れ
ば
、
其
の
向
か
う
所
の
國
君
、
之
れ
に
嘗
た
る
』

と
。
今
、
彗
星
出
で
て
吾
が
國
に
向
か
う
。
我
れ
是
こ
を
以

よ
こ
し

て
悲
し
む
な
り
」
と
。
晏
子
曰
く
、
「
君
の
行
義
、
回
ま
な
る

や
、
國
に
徳
無
し
。
池
沼
を
穿
て
ば
、
則
ち
其
の
深
く
し
て

つ
く

以
て
廣
か
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
な
り
。
壼
樹
を
為
れ
ば
、
則

ち
其
の
高
く
し
て
且
つ
大
な
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
な
り
。
賦

緻
は
拇
奪
の
如
く
、
誅
修
は
仇
誰
の
如
し
。
是
れ
よ
り
之
れ

を
観
れ
ば
、
弗
、
又
た
将
に
出
で
ん
と
す
。
天
の
雙
、
彗
星

の
出
づ
る
、
庸
ぞ
悲
し
む
可
け
ん
や
」
と
。
是
こ
に
干
て
公

ふ
さ

櫂
れ
、
酒
ち
蹄
り
、
池
沼
を
寅
ぎ
、
蛋
樹
を
阪
し
、
賦
緻
を

ゆ
る

薄
く
し
、
刑
罰
を
緩
く
す
。
三
十
七
日
に
し
て
彗
星
亡
ぶ
。

（
外
篇
重
而
異
者
第
七
「
景
公
置
酒
泰
山
四
望
而
泣
晏
子
諌
」
）

「
彗
星
が
向
か
う
国
の
君
主
は
死
ぬ
の
で
は
」
と
恐
れ
憂
え
る

景
公
に
、
晏
子
は
景
公
の
政
治
や
景
公
自
身
の
徳
の
な
さ
を
指
摘

し
、
今
の
暴
政
を
改
め
な
け
れ
ば
彗
星
の
凶
事
は
避
け
ら
れ
な
い

と
説
く
。
先
の
夢
の
場
合
と
同
様
、
民
の
恨
み
が
世
に
充
溢
し
、

そ
の
た
め
に
天
が
彗
星
の
変
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
も
し
景
公
が
彗
星
の
出
現
を
恐
憚
す
る
な
ら
、
ま

ず
は
自
ら
徳
を
治
め
て
民
の
恨
み
の
原
因
を
即
座
に
中
止
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
景
公
が
「
池
沼
を
窟
ぎ
、
蛋
樹
を
阪
し
、
賦

紬
を
薄
く
し
、
刑
罰
を
緩
く
」
す
る
と
、
果
た
し
て
彗
星
は
消
滅

し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
彗
星
出
現
か
ら
得
る
情
報
は
、
『
石
氏
占
』
や
『
甘

氏
占
』
、
あ
る
い
は
『
天
文
氣
象
雑
占
』
の
漠
然
と
し
た
占
い
と
比
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①
文
公
十
四
年
「
秋
七
月
、
星
、
字
し
て
北
斗
に
入
る
有
り
」

『
春
秋
』
経
文
中
の
三
回
の
彗
星
記
録
は
三
偲
に
よ
っ
て
大
き

く
展
開
す
る
。
文
公
十
四
年
・
昭
公
十
七
年
・
哀
公
十
三
年
を
三
偲

及
び
注
に
よ
り
な
が
ら
、
以
下
ひ
と
つ
ひ
と
つ
考
察
す
る
。

『
響
秋
』
に
見
る
彗
星
予
言
（
一
）

べ
る
と
か
な
り
具
体
的
で
現
実
的
に
説
明
さ
れ
る
。
天
人
相
関
の

思
惟
方
法
か
ら
彗
星
出
現
を
仁
政
の
衰
退
、
悪
政
の
応
徴
と
考
え

る
よ
う
に
な
る
の
は
極
め
て
自
然
な
推
移
で
あ
ろ
う
。
『
大
戴
燈
』

に
い
う
「
聖
人
、
國
を
有
た
ば
、
則
ち
日
月
は
食
せ
ず
、
星
辰
は

字
せ
ず
、
海
は
運
ら
ず
、
河
は
渦
溢
せ
ず
、
川
澤
は
娼
き
ず
、
山

や

ぶ

と

ど

は
崩
れ
ず
、
解
陵
は
地
れ
ず
、
川
谷
は
謁
ま
ら
ず
、
深
淵
は
涸
れ

ず
」
（
詰
志
第
七
十
）
は
、
決
し
て
彗
星
だ
け
が
特
別
と
い
う
の
で

は
な
い
が
、
彗
星
も
ま
た
日
食
や
河
川
の
氾
濫
、
山
崩
れ
な
ど
と

同
じ
く
、
天
が
君
主
の
徳
に
反
応
し
て
自
在
に
操
作
で
き
る
天
変

地
異
の
一
現
象
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
彗
星
も
災
異
の
ひ
と
つ
、
君
主
に
下
さ
れ
た
天
の
譴

責
と
し
て
政
治
的
に
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
漢
代
に
一
層
顕
著
と
な
る
。

『
穀
梁
偲
』
で
は
「
字
の
言
為
る
、
猶
お
弗
の
ご
と
き
な
り
。

其
の
北
斗
に
入
る
と
曰
う
は
、
斗
、
環
域
有
れ
ば
な
り
」
と
、
彗

星
の
観
測
記
録
と
し
て
の
解
説
で
あ
る
。
杜
預
が
「
既
に
見
わ
れ

而
る
後
に
北
斗
に
入
る
は
、
常
に
有
る
所
に
は
非
ず
。
故
に
之
れ

を
書
す
」
と
注
す
る
よ
う
に
、
恐
ら
く
こ
の
経
の
解
釈
と
し
て
は

彗
星
出
現
の
異
常
性
を
記
録
す
る
も
の
と
解
釈
す
る
の
が
最
も
妥

当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
苑
寧
は
「
大
辰
、
及
び
東
方
に
字
す
る

は
皆
な
入
る
と
言
わ
ざ
る
に
握
る
。
此
こ
こ
に
入
る
と
言
う
は
、

明
ら
け
し
、
斗
に
規
郭
有
り
、
其
の
魁
中
に
入
る
こ
と
」
と
言
い
、

更
に
劉
向
の
言
を
引
い
て
「
北
斗
は
貴
星
、
人
君
の
象
な
り
。
弗

星
は

IL臣
の
類
。
言
う
こ
こ
ろ
は
邪
乱
の
臣
、
将
に
並
び
に
其
の

君
を
試
せ
ん
と
す
」
と
、
北
斗
と
彗
星
は
そ
れ
ぞ
れ
「
人
君
」
と

「
IL臣
」
の
象
徴
、
そ
の
彗
星
が
北
斗
を
犯
し
た
こ
と
は
近
い
将

来
に
お
い
て
「
邪

iL
の
臣
」
に
よ
る
試
君
の
可
能
性
が
あ
る
と
言

う
か
の
よ
う
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
杜
預
や
何
休
が
彗
星
の
応
徴

と
し
て
挙
げ
る
具
体
的
な
予
占
は
一
切
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
『
春
秋
左
氏
偲
』
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
彗
星
の

予
言
を
提
示
し
て
い
る
。

秋
七
月
…
…
星
、
字
し
て
北
斗
に
入
る
有
り
。
周
の
内
史
叔

服
日
く
、
「
七
年
を
出
で
ず
し
て
、
宋
・
齊
・
晉
の
君
、
皆
な
将

に
乱
に
死
せ
ん
と
す
」
と
。
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彗
星
が
北
斗
七
星
の
座
に
侵
入
す
る
の
を
観
測
し
た
後
、
『
左
偲
』

は
周
の
内
史
叔
服
の
言
「
七
年
の
内
に
宋
・
齊
・
晉
の
君
主
が
内
乱

で
試
殺
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
を
記
し
て
近
い
将
来
を
予
占
し
て
い

る
。
杜
預
が
「
後
三
年
、
宋
、
昭
公
を
殺
し
、
五
年
、
齊
‘
諮
公

を
殺
し
、
七
年
、
晉
、
露
公
を
試
す
」
と
注
す
る
よ
う
に
、
確
か

に
経
文
に
は
「
冬
、
十
有
一
月
、
宋
人
、
其
の
君
慮
臼
を
試
す
」

（
文
公
十
六
年
）
、
「
夏
、
五
月
戊
戌
‘
齊
人
、
其
の
君
商
人
を
殺

す
」
（
文
公
十
八
年
）
、
「
秋
、
九
月
乙
丑
、
晉
の
趙
盾
、
其
の
君

夷
皐
を
試
す
」
（
宣
公
二
年
）
と
見
え
、
三
年
後
に
宋
の
昭
公
、
五

年
後
に
齊
の
鯰
公
、
七
年
後
に
晉
の
霰
公
が
試
殺
さ
れ
た
。
杜
預

は
「
（
内
史
叔
服
は
）
但
だ
事
の
徴
を
言
う
の
み
に
し
て
、
其
の
占

を
論
ぜ
ず
。
固
よ
り
末
學
の
詳
言
を
得
る
所
に
非
ず
」
と
注
し
、

こ
れ
は
占
い
で
は
な
く
彗
星
が
示
す
徴
候
を
言
う
も
の
だ
と
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
彗
星
が
占
星
術
を
脱
し
て
予
言
に
移

行
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
方
、
『
春
秋
公
羊
傭
』
は
「
字
と
は
何
ぞ
。
彗
星
な
り
。
其
の

北
斗
に
入
る
と
言
う
は
何
ぞ
。
北
斗
は
中
有
る
な
り
。
何
を
以
て

書
す
。
異
を
記
す
な
り
」
と
、
あ
く
ま
で
彗
星
の
異
を
言
う
だ
け

で
あ
る
。
し
か
し
、
何
休
は
違
う
。

字
と
は
邪
風
の
氣
、
籍
と
は
故
き
を
掃
き
て
新
し
き
を
置
く

の
象
な
り
。
北
斗
は
天
の
櫃
機
、
玉
衡
七
政
の
出
づ
る
所
。

是
の
時
、
桓
・
文
の
迩
息
み
、
王
者
、
政
を
統
ぶ
る
こ
と
能
わ

ず
。
是
れ
よ
り
の
後
、
齊
・
晉
、
並
び
争
い
、
呉
・
楚
、
更
‘
、

謀
り
、
天
子
の
事
を
競
行
し
、
齊
・
宋
・
菩
・
魯
、
其
の
君
を
試

し
て
立
つ
の
應
な
り
。

彗
星
は
審
、
古
き
を
掃
去
し
て
新
し
き
を
呼
ぶ
象
徴
と
の
旧
来

の
占
星
を
敷
延
し
、
政
治
の
乱
れ
が
そ
の
後
立
て
続
け
に
起
こ
る

試
君
の
不
幸
を
彗
星
が
予
兆
し
て
い
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
何
休
の
指
摘
す
る
試
君
は
『
左
偲
』
の
三
例
に
と
ど
ま
ら
な

い
。
「
齊
の
公
子
商
人
、
其
の
君
舎
を
試
す
」
（
文
公
十
四
年
）
、
「
冬
、

十
有
一
月
、
宋
人
、
其
の
君
虜
臼
を
試
す
」
（
文
公
十
六
年
）
、
「
夏
、

五
月
戊
戌
、
齊
人
、
其
の
君
商
人
を
試
す
」
（
文
公
十
八
年
）
、
「
宮
、

其
の
君
庶
其
を
試
す
」
（
同
）
、
「
冬
、
十
月
、
子
卒
す
（
注
6
)
」
（
同
）

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
文
公
十
四
年
夏
（
五
月
乙
亥
）
に
齊
の
昭
公
灌

が
卒
す
る
と
、
そ
の
年
の
九
月
、
昭
公
夫
人
叔
姫
が
生
ん
だ
舎
を

桓
公
夫
人
密
姫
の
子
で
あ
る
公
子
商
人
が
試
し
た
こ
と
、
五
年
後

の
文
公
十
八
年
に
齊
人
は
鯰
公
（
商
人
）
を
試
し
た
こ
と
、
三
年
後

の
文
公
十
六
年
に
は
宋
人
が
昭
公
関
臼
を
試
し
た
こ
と
、
ま
た
文

公
十
八
年
に
は
宮
の
紀
公
（
庶
其
）
が
試
さ
れ
、
同
じ
く
十
八
年
六

月
に
魯
の
文
公
が
甍
ず
る
と
公
子
赤
が
試
さ
れ
宣
公
が
即
位
し
た

こ
と
を
彗
星
の
応
徴
と
し
て
い
る
。
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『
穀
梁
偲
』
『
公
羊
偲
』
、
と
も
に
彗
星
出
現
に
予
言
的
解
釈
は

な
い
。
こ
こ
で
も
『
公
羊
偲
』
の
「
異
を
記
す
な
り
」
や
杜
預
の

「
妖
髪
す
る
こ
と
常
に
非
ず
。
故
に
書
す
」
が
本
来
の
意
と
考
え

ら
れ
る
が
、
『
左
博
』
は
次
の
よ
う
に
説
く
。

冬
、
星
、
大
辰
の
西
に
字
す
る
有
り
て
、
漢
に
及
ぶ
。
申
須

曰
く
、
「
彗
は
晉
を
除
い
新
を
布
く
所
以
な
り
。
天
事
は
恒
の

象
あ
り
。
今
、
火
に
除
う
は
、
火
、
出
づ
れ
ば
必
ず
布
か
ん
。

諸
侯
、
其
れ
火
災
有
ら
ん
か
」
と
。
梓
慎
曰
く
、
「
往
年
、
吾

れ
之
れ
を
見
た
り
。
是
れ
其
の
徴
な
り
。
火
、
出
で
て
見
え

た
り
。
今
鼓
、
火
、
出
で
て
章
わ
る
。
必
ず
火
入
り
て
伏
せ

ん
。
其
の
火
に
居
る
や
久
し
。
其
れ
然
ら
ざ
ら
ん
か
。
火
の

出
づ
る
は
夏
に
於
て
は
三
月
と
為
し
、
商
に
於
て
は
四
月
と

為
し
、
周
に
於
て
は
五
月
と
為
す
。
夏
の
敷
は
天
を
得
た
り
。

お
こ

若
し
火
作
れ
ば
、
其
れ
四
國
、
之
れ
に
嘗
た
ら
ん
。
宋
・
衛
・

陳
・
鄭
に
在
ら
ん
か
。
宋
は
大
辰
の
虚
な
り
。
陳
は
大
晦
の
虚

な
り
。
鄭
は
祝
融
の
虚
な
り
。
皆
な
火
の
房
な
り
。
星
、
生

し
て
漢
に
及
ぶ
。
漢
は
水
詳
な
り
。
衛
は
顕
項
の
虚
な
り
。

故
に
―
帝
丘
と
為
し
、
其
の
星
を
大
水
と
為
す
。
水
は
火
の
牡

な
り
。
其
れ
丙
子
若
し
く
は
壬
午
を
以
て
作
ら
ん
か
。
水
火

8

②
昭
公
十
七
年
「
冬
、
星
、
大
辰
に
字
す
る
有
り
」
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の
合
す
る
所
以
な
り
。
若
し
火
入
り
て
伏
せ
ば
、
必
ず
壬
午

を
以
て
せ
ん
。
其
の
見
ゆ
る
の
月
を
過
ぎ
ず
」
と
。

こ
の
の
彗
星
は
大
辰
（
大
火
星
。
心
星
と
も
言
い
、
蠍
座
の

a

星
ア
ン
タ
レ
ス
）
の
位
置
に
現
れ
、
そ
の
光
茫
が
西
方
の
天
漢
（
銀

河
）
に
ま
で
達
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
申
須
は
諸
国
に
火

災
が
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
と
予
言
し
た
。
更
に
梓
慣
は
、
そ
の
火

災
が
宋
・
衛
・
陳
・
鄭
の
四
カ
国
に
発
生
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は

来
年
の
五
月
壬
午
の
日
で
あ
ろ
う
と
言
っ
て
申
須
の
予
言
を
補
強

し
て
い
る
。
果
た
し
て
翌
十
八
年
五
月
壬
午
、
同
日
に
宋
・
衛
・
陳
・

鄭
の
四
カ
国
で
火
災
が
発
生
し
た
。
「
夏
五
月
、
壬
午
、
宋
・
衛
・
陳
・

鄭
、
災
あ
り
」
（
昭
公
十
八
年
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

『
公
羊
傭
』
は
「
何
を
以
て
書
す
。
異
を
記
す
な
り
」
と
い
う

だ
け
で
あ
る
が
、
何
休
は
こ
こ
に
「
亦
た
字
彗
と
為
る
は
、
邪
乱

の
氣
、
故
き
を
掃
き
て
新
し
き
を
置
く
の
象
。
是
の
後
、
周
は
分

ふ
た
っ

か
れ
て
二
と
為
り
、
天
下
、
主
を
雨
に
し
、
宋
は
南
里
も
て
以
て

亡
ぶ
」
と
注
す
る
。
こ
れ
は
こ
の
年
の
彗
星
が
昭
公
二
十
二
年
の

事
件

I

周
室
の
分
裂
を
予
言
し
て
い
る
と
言
う
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
（
注
7
)
0

昭
公
二
十
二
年
夏
四
月
、
周
の
景
王
が
崩
御
す
る
と
周
王
室
に

動
乱
が
勃
発
し
た
。
景
王
の
後
継
争
い
で
あ
る
。
太
子
の
壽
が
夭

逝
し
た
後
、
景
王
は
庶
長
子
で
あ
る
王
子
朝
を
愛
し
、
こ
れ
を
王
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位
に
立
て
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
国
人
は
長
子
の
王

猛
を
立
て
て
王
（
悼
王
）
と
し
た
が
、
王
子
朝
は
悼
王
を
攻
撃
し
て

両
者
が
敵
対
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
年
の
十
月
に
悼
王
が
卒
す
る

と
、
王
子
写
（
王
猛
の
弟
）
が
即
位
し
た
。
こ
れ
が
敬
王
で
あ
る
。

敬
王
は
即
位
し
た
も
の
の
、
王
子
朝
が
自
立
し
た
た
め
に
周
の
澤

と
い
う
邑
で
の
居
住
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
「
冬
十
月
、
天
王
、
成
周

に
入
る
。
弄
氏
・
召
伯
・
毛
伯
、
王
子
朝
を
以
て
楚
に
奔
る
」
（
昭
公

二
十
六
年
）
と
、
即
位
後
四
年
に
し
て
よ
う
や
く
成
周
（
洛
邑
）
に
入

る
こ
と
が
で
き
た
。
何
休
が
「
周
は
分
か
れ
て
二
と
為
り
、
天
下
、

主
を
雨
に
す
」
と
言
う
所
以
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
是
の
後
」
と
あ

る
よ
う
に
、
こ
の
動
乱
は
彗
星
の
「
邪
風
の
氣
」
の
放
験
と
い
う

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

『
左
博
』
の
い
う
と
こ
ろ
は
火
災
の
発
生
と
い
う
、
い
わ
ば
自

然
災
害
の
予
測
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
予
測
は
七
日
前
（
丙
子
）
に

融
風
（
立
春
に
吹
く
東
北
風
）
を
観
測
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
風
が

三
日
目
（
戊
寅
）
に
は
一
層
激
し
く
な
っ
た
こ
と
、
更
に
は
梓
恨
が

自
ら
「
大
庭
氏
の
庫
に
登
り
て
之
れ
を
望
」
ん
で
四
国
の
火
災
を

確
信
し
た
と
あ
る
よ
う
に
、
雲
気
占
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る

こ
と
か
ら
、
『
左
偲
』
の
説
は
予
言
と
い
う
よ
り
も
占
い
に
近
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
何
休
は
こ
の
彗
星
出
現
の
数
年
後
に
勃
発
し
た

周
王
朝
の
動
乱
と
い
う
、
ま
さ
に
政
治
的
事
件
に
結
び
つ
け
る
こ

と
で
、
彗
星
が
地
上
に
も
た
ら
す
神
秘
の
力
を
こ
と
さ
ら
に
強
調

こ
の
年
の
彗
星
記
録
に
は
『
左
偲
』
も
『
穀
梁
偲
』
も
共
に
偲

文
が
な
い
。
『
公
羊
偲
』
も
、
「
学
と
は
何
ぞ
。
彗
星
な
り
。
其
の

東
方
に
子
て
す
と
は
何
ぞ
。
旦
に
見
わ
る
る
な
り
。
何
を
以
て
書

す
。
異
を
記
す
な
り
」
と
、
先
の
二
例
と
同
じ
く
異
変
を
記
録
し

た
と
す
る
内
容
の
偲
文
で
あ
る
。
ま
た
、
杜
預
と
苑
寧
も
、
「
偲
無

し
。
平
旦
（
夜
明
け
）
、
衆
星
皆
な
没
す
。
而
る
に
字
乃
ち
見
わ
る
。

故
に
在
る
所
の
次
を
言
わ
ざ
る
な
り
」
（
杜
預
）
、
「
字
す
る
所
の

は
じ

星
を
書
さ
ず
し
て
東
方
と
曰
う
は
、
旦
に
方
め
て
字
を
見
、
衆
星

皆
な
没
す
る
が
故
な
り
」
（
苑
寧
）
と
注
す
る
だ
け
で
、
こ
の
彗
星

の
記
録
に
関
す
る
神
秘
的
な
解
釈
は
一
切
な
い
。

し
か
し
、
何
休
は
「
周
の
十
一
月
は
夏
の
九
月
、
日
は
房
・
心
に

在
り
。
房
・
心
は
天
子
の
明
堂
、
政
を
布
く
の
庭
な
り
。
此
の
旦
に

於
て
見
わ
れ
、
日
と
明
を
争
う
は
、
諸
侯
、
主
に
代
わ
り
て
治
め
、

典
法
滅
絶
す
る
の
象
な
り
。
是
の
後
、
周
室
遂
に
微
な
り
、
諸
侯

相
い
兼
ね
、
秦
の
滅
ぼ
す
所
と
為
り
、
書
を
播
き
て
道
を
絶
つ
」

と
、
こ
の
年
の
彗
星
を
周
王
朝
の
滅
亡
か
ら
秦
の
暴
政
ま
で
も
予

測
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
説
明
は
文
公
十
四
年
及
び
昭
公
十

③
哀
公
十
三
年
「
冬
十
有
一
月
、
星
、
東
方
に
字
す
る
有
り
」

し
て
い
る
。
も
は
や
彗
星
は
単
な
る
占
星
術
で
は
な
く
、
予
言
者

と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
る
。

(39) 
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七
年
に
比
べ
る
と
お
粗
末
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
彗
星
が
未

来
を
予
言
す
る
と
い
う
何
休
の
彗
星
観
は
一
貫
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
春
秋
』
に
見
え
る
彗
星
記
録
（
注
8
)
を
通
し
て
、

漢
代
の
彗
星
予
言
の
推
移
を
あ
る
程
度
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
『
左
偲
』
よ
り
も
成
立
が
早
い
と
さ
れ
る
『
公
羊
傭
』
と

『
穀
梁
偲
』
に
お
い
て
は
、
彗
星
は
専
ら
天
文
の
異
と
し
て
の
認

識
、
不
吉
の
星
と
し
て
畏
怖
す
る
対
象
と
し
て
の
認
識
で
あ
っ
て
、

太
古
の
占
星
術
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
登
場
が
最
も
新
し
い
と
さ

れ
る
『
左
偲
』
は
い
か
に
も
予
言
の
様
相
を
見
せ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
が
、
全
般
的
に
占
い
の
域
を
出
て
い
な
い
。
確
か
に
『
左
偲
』

文
公
十
四
年
に
見
え
る
内
史
叔
服
の
言
辞
「
七
年
を
出
で
ず
し
て
、

宋
・
齊
・
晉
の
君
、
皆
な
将
に
乱
に
死
せ
ん
と
す
」
は
立
派
な
予
言

と
言
え
る
が
、
こ
れ
と
て
も
何
休
注
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
徹
底
し

た
後
付
け
が
な
い
。
ま
た
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
昭
公
十
七
年
及

び
哀
公
十
三
年
に
関
し
て
は
、
何
休
の
説
と
比
べ
る
と
『
左
偲
』

の
そ
れ
は
予
言
と
は
ほ
ど
遠
く
、
ま
だ
ま
だ
占
い
の
色
彩
が
濃
い

も
の
で
あ
っ
た
。

で
は
、
彗
星
が
占
い
か
ら
予
言
に
変
貌
す
る
の
は
後
漢
に
入
っ

て
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
何
休
が
急
激
な
予
言
化
を
進
め
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
次
に
三
偲
の
後
に
『
春
秋
』
の
彗
星

記
録
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
か
を
『
漢
書
』
五
行
志
の
解
釈

を
通
し
て
検
討
す
る
。

班
固
は
、
「
近
世
は
十
二
諸
侯
・
七
國
、
相
い
王
た
り
、
従
横
を

言
う
者
、
踵
を
継
ぎ
、
天
文
を
占
う
者
、
時
務
に
因
り
て
書
偲
を

論
ず
。
故
に
其
の
占
瞼
は
鱗
雑
に
し
て
米
盤
、
録
す
可
き
者
亡
し
」

（
『
漢
書
』
天
文
志
）
と
、
戦
国
時
代
の
占
験
は
乱
雑
か
つ
瑣
末
で

記
録
す
べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
と
言
う
反
面
、
春
秋
時
代
は
禍
福

吉
凶
の
現
象
を
詳
察
し
星
気
を
占
う
こ
と
は
国
家
の
一
大
事
で
あ

っ
た
た
め
に
、
天
文
を
占
う
こ
と
が
盛
ん
で
記
録
も
正
確
で
あ
る

と
次
の
よ
う
に
言
う
。

春
秋
二
百
四
十
一
の
間
、
日
食
す
る
こ
と
三
十
六
、
彗
星

ぉ

三
た
び
見
わ
れ
、
夜
、
常
星
見
わ
れ
ず
、
夜
中
、
星
隕
つ
る

こ
と
雨
の
如
き
者
、
各
‘
‘
―
た
び
。
是
の
時
に
営
た
り
て
、

禍
風
諏
ち
應
じ
、
周
室
微
弱
に
し
て
、
上
下
交
‘
‘
怨
み
、

君
を
殺
す
こ
と
三
十
六
、
國
を
亡
ぼ
す
も
の
五
十
二
、
諸
侯

の
奔
走
し
て
其
の
社
稜
を
保
つ
を
得
ざ
り
し
者
、
敷
う
る
に

勝
う
可
か
ら
ず
。
是
れ
よ
り
の
後
、
衆
は
寡
を
暴
し
、
大
は

小
を
井
す
。
秦
・
楚
・
呉
函
『
は
夷
秋
な
る
も
彊
伯
と
為
る
。
田

氏
、
齊
を
纂
い
、
三
家
は
晉
を
分
か
ち
、
並
び
て
戦
國
と
為

り
、
攻
取
を
争
い
、
兵
革
、
遁
い
に
起
こ
り
、
城
邑
、
敷
‘
、

『
春
秋
』
に
見
る
羞
星
予
言
（
二
）

(40) 
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屠
ら
れ
、
因
り
て
飢
饉
疾
疫
を
以
て
愁
苦
し
、
臣
主
、
共
に

憂
患
す
。
其
の
磯
詳
を
察
し
星
氣
を
候
う
こ
と
尤
だ
急
な
り
。

（
『
漢
書
』
天
文
志
）

実
は
こ
の
一
文
は
『
史
記
』
天
官
書
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
班

固
独
自
の
見
解
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
司
馬
遷
も
班
固
も
、
自

然
現
象
が
人
間
社
会
の
治
乱
盛
衰
に
敏
感
に
反
応
し
て
神
秘
的
な

応
徴
を
も
た
ら
す
の
は
天
の
意
志
で
あ
る
と
す
る
天
人
相
関
の
思

想
を
受
け
入
れ
、
自
然
の
異
変
を
詳
察
し
て
天
の
意
を
付
度
す
る

こ
と
の
意
義
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
班

固
は
司
馬
遷
が
『
史
記
』
に
採
用
し
な
か
っ
た
『
春
秋
』
の
彗
星

記
録
を
「
五
行
志
下
之
下
」
に
取
り
上
げ
、
彗
星
が
後
に
も
た
ら

し
た
出
来
事
を
こ
と
さ
ら
に
詳
述
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
班
固
の

記
述
は
、
五
惑
星
の
運
行
や
彗
星
・
流
星
、
日
月
の
薄
食
な
ど
の
異

変
は
失
政
が
あ
っ
て
初
め
て
現
れ
る
も
の
、
そ
の
故
に
「
明
君
は

つつ

之
れ
を
観
て
賠
り
、
身
を
筋
し
み
て
事
を
正
し
、
其
の
咎
謝
を
思

え
ば
、
則
ち
禍
は
除
か
れ
て
幅
至
る
は
、
自
然
の
符
な
り
」
（
天
文

志
）
と
あ
る
よ
う
に
、
董
仲
舒
以
来
の
災
異
説
に
基
づ
い
て
い
る
こ

と
言
う
ま
で
も
な
い
。
事
実
、
班
固
は
以
下
の
三
例
の
彗
星
記
録

を
す
べ
て
董
仲
舒
と
劉
向
の
見
解
に
基
づ
い
て
説
を
展
開
し
て
い

る。

董
仲
舒
は
「
字
と
は
悪
氣
の
生
ず
る
所
な
り
。
之
れ
を
字
と
謂

う
は
、
言
う
こ
こ
ろ
は
其
の
字
字
と
し
て
妨
蔽
す
る
所
有
り
、
闇

乱
不
明
の
貌
な
り
。
北
斗
は
大
國
の
象
。
後
に
齊
・
宋
・
魯
・
菩
・
晉
、

皆
な
君
を
試
す
」
と
言
い
、
劉
向
は
「
君
臣
、
朝
に
乱
れ
、
政
令
、

外
に
栃
け
ば
、
則
ち
上
は
三
光
の
精
を
濁
し
、
五
星
瓢
縮
し
、
色

を
嬰
え
て
逆
行
し
、
甚
し
き
は
則
ち
字
と
為
る
。
北
斗
は
人
君
の

象
、
字
星
は
乱
臣
の
類
、
纂
殺
の
表
な
り
」
と
言
う
。
両
者
と
も

に
彗
星
を
乱
の
象
徴
と
し
、
人
君
の
象
徴
た
る
北
斗
を
犯
し
た
こ

と
は
乱
臣
に
よ
る
試
君
と
し
て
表
れ
た
と
し
て
い
る
が
、
董
仲
舒

も
劉
向
も
こ
の
彗
星
が
未
来
を
予
言
す
る
も
の
と
の
意
識
は
希
薄

で
あ
る
。
ま
た
、
董
仲
舒
は
「
後
に
齊
・
宋
・
魯
・
宮
・
晉
、
皆
な
君

を
試
す
」
と
、
『
左
偲
』
と
何
休
注
と
を
併
せ
て
こ
の
彗
星
の
応
徴

と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
班
固
は
こ
れ
を
更
に
拡
大
し
て
解
釈
す

る。

し
め

夫
れ
彗
星
、
較
然
と
北
斗
の
中
に
在
る
は
、
天
の
人
に
視
す

あ
き

こ
と
顕
ら
か
な
り
。
史
の
占
有
る
こ
と
明
ら
か
な
る
に
、
時

に
君
は
終
に
改
賭
せ
ず
。
是
の
後
、
宋
・
魯
・
宮
・
晉
・
鄭
・
陳
の

六
國
、
咸
な
其
の
君
を
試
し
、
齊
、
再
び
試
す
。
中
國
、
既

に
乱
れ
、
夷
秋
、
並
び
に
侵
し
、
兵
革
、
従
横
し
、
楚
は
威

①
文
公
十
四
年
「
七
月
、
星
、
字
し
て
北
斗
に
入
る
有
り
」

(41) 
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に
乗
じ
勝
に
席
り
、
諸
夏
に
深
入
し
て
六
た
び
侵
伐
し
、

た
び
國
を
滅
ぼ
し
、
周
室
に
観
兵
す
。
晉
は
外
に
二
國
を
滅

ぼ
し
、
内
に
王
師
を
敗
り
、
又
た
三
國
の
兵
を
連
ね
て
大
い

に
齊
師
を
察
に
敗
り
、
亡
げ
る
を
追
い
北
げ
る
を
逐
い
、
東

の
か
た
海
水
に
臨
み
、
威
は
京
師
を
陵
ぎ
、
武
は
大
齊
を
折

く
。
皆
な
字
星
の
炎
の
及
ぶ
所
、
流
れ
て
二
十
八
年
に
至
る
。

天
は
彗
星
を
北
斗
に
出
現
さ
せ
て
人
間
に
反
省
を
促
し
た
の
で

あ
る
が
、
時
に
君
主
は
そ
れ
を
悟
る
こ
と
な
く
、
そ
の
結
果
、
宋
・

魯
・
菩
・
晉
・
鄭
・
陳
の
六
国
に
試
君
が
、
齊
に
あ
っ
て
は
二
度
に
わ

た
っ
て
君
主
殺
害
が
起
き
た
と
す
る
。

齊
（
文
公
十
四
年
）
．
宋
（
文
公
十
六
年
）
・
宮
（
文
公
十
八
年
）
．
魯

（
文
公
十
八
年
）
．
晉
（
宣
公
二
年
）
の
試
君
に
関
し
て
は
す
で
に
見

た
。
班
固
は
そ
れ
に
「
鄭
の
公
子
蹄
生
、
其
の
君
夷
を
試
す
」
（
宣

公
四
年
）
、
「
陳
の
夏
徴
舒
、
其
の
君
平
國
を
試
す
」
（
宣
公
十
年
）

を
加
え
る
だ
け
で
な
く
、
齊
に
あ
っ
て
は
昭
公
の
死
後
に
齊
君
と

な
っ
た
舎
が
商
人
（
桓
公
の
子
で
昭
公
の
弟
）
に
殺
さ
れ
、
四
年
後

に
は
そ
の
商
人
（
鯰
公
）
が
殺
さ
れ
る
と
い
う
、
度
重
な
る
試
君
の

事
実
を
強
調
す
る
。
更
に
は
宣
公
十
二
年
・
十
三
年
・
十
四
年
、
成

公
二
年
・
六
年
と
、
立
て
続
け
に
起
き
た
六
度
に
及
ぶ
楚
の
侵
伐
行

為
、
楚
の
周
王
朝
に
対
す
る
武
威
の
誇
示
、
そ
し
て
楚
に
よ
る
蒲

の
滅
国
（
宣
公
十
二
年
）
な
ど
の
事
実
を
こ
と
ご
と
く
列
記
し
、
そ

れ
ら
が
み
な
文
公
十
四
年
の
彗
星
の
応
徴
で
あ
る
指
摘
す
る
。
「
皆

な
字
星
の
炎
の
及
ぶ
所
、
流
れ
て
二
十
八
年
に
至
る
」
と
は
、
文

公
十
四
年
（
前
六
一
三
）
の
彗
星
が
成
公
六
年
（
前
五
八
五
）
ま
で
の

二
十
八
年
間
に
影
嘔
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

董
仲
舒
・
劉
向
、
と
も
に
『
左
偲
』
の
火
災
発
生
説
は
と
ら
な
い
。

董
仲
舒
は
「
後
、
王
室
大
い
に
乱
れ
、
三
王
分
れ
て
手
う
。
此

れ
其
の
放
な
り
」
と
、
こ
の
時
の
彗
星
は
景
王
の
没
後
に
起
き
た

周
室
で
の
動
乱
|
ー
ー
王
子
朝
・
王
子
猛
（
悼
王
）
・
王
子
写
（
敬
王
）
の

三
王
の
王
位
継
承
争
い
と
し
て
応
徴
が
あ
っ
た
と
す
る
。
劉
向
は
、

こ
の
場
合
は
彗
星
が
大
辰
の
心
宿
に
侵
入
し
て
お
り
、
そ
れ
は
「
天

子
の
適
庶
、
将
に
分
れ
て
争
わ
ん
と
す
る
に
象
る
」
と
解
釈
し
、

そ
の
応
徴
は
五
年
後
の
王
室
の
混
乱
で
あ
る
と
董
仲
舒
の
説
を
襲

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
は
後
に

何
休
が
『
公
羊
偲
』
で
解
説
す
る
と
こ
ろ
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。

『
漢
書
』
の
記
述
を
信
頼
す
る
な
ら
ば
、
董
仲
舒
は
何
休
の
解
釈

を
先
取
り
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、
班
固
が
こ
こ
に
『
左
偲
』
の
説
を
紹
介
は
す
る
が
、
そ

れ
は
宋
・
衛
・
陳
・
鄭
の
火
災
を
言
う
た
め
で
は
な
い
こ
と
は
注
目
に

値
す
る
。

②
昭
公
十
七
年
「
冬
、
星
、
大
辰
に
字
す
る
有
り
」

(42) 
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時
に
楚
は
彊
く
、
宋
・
衛
・
陳
・
鄭
、
皆
な
南
の
か
た
楚
に
附
く
。

王
猛
、
既
に
卒
し
、
敬
王
即
位
し
、
子
羅
（
朝
）
、
王
城
に
入

り
、
天
王
、
狭
泉
に
居
し
、
之
れ
を
敢
え
て
納
る
こ
と
莫
し
。

五
年
、
楚
の
平
王
居
卒
し
、
子
羅
、
楚
に
奔
り
、
王
室
、
乃

ち
定
ま
る
。
後
、
楚
、
六
國
を
帥
い
て
呉
を
伐
ち
、
呉
、
之

れ
を
維
父
に
敗
り
、
其
の
君
臣
を
殺
獲
す
。
察
、
楚
を
怨
み

て
沈
を
滅
ぼ
す
。
楚
、
怒
り
て
察
を
園
む
。
呉
人
、
之
れ
を

救
い
、
遂
に
柏
畢
の
戦
を
為
し
、
楚
の
師
を
敗
り
て
郵
都
を

屠
り
、
昭
王
の
母
を
妻
と
し
、
平
王
の
墓
に
鞭
う
つ
。
此
れ

皆
な
字
彗
の
流
炎
の
及
ぼ
す
所
の
放
な
り
。

こ
の
よ
う
に
、
班
固
は
「
字
彗
の
流
炎
の
及
ぼ
す
所
の
放
」
は

周
王
室
の
混
乱
の
み
な
ら
ず
、
宋
・
衛
・
陳
・
鄭
ー
『
左
偲
』
が
火

災
発
生
国
と
予
測
し
た
四
国
|
l
ー
が
諸
国
に
侵
犯
を
繰
り
返
す
強

国
楚
に
付
き
従
っ
た
こ
と
の
過
ち
が
、
つ
い
に
楚
が
柏
挙
の
戦
い

（
定
公
四
年
）
で
大
敗
を
喫
す
る
こ
と
と
な
っ
て
現
れ
た
と
す
る
。

そ
し
て
、
「
天
星
、
既
に
然
り
、
四
國
、
政
を
失
す
る
に
相
い
似
た

り
。
王
室
の
乱
を
為
す
こ
と
皆
な
同
じ
」
と
の
劉
欽
の
言
で
こ
の

解
説
を
結
ん
で
い
る
よ
う
に
、
彗
星
が
宋
・
衛
・
陳
・
鄭
の
四
国
に
も

た
ら
し
た
放
験
は
火
災
で
は
な
く
、
王
室
に
お
け
る
嫡
庶
の
争
い

と
同
じ
よ
う
に
宋
・
衛
・
陳
・
鄭
の
失
政
に
結
び
つ
く
と
言
う
の
で
あ

る。

董
仲
舒
．
劉
向
以
為
え
ら
く
、
「
宿
の
名
を
言
わ
ざ
る
は
、
宿

に
加
わ
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
辰
を
以
て
日
に
乗
じ
て
出
づ
る
は
、

風
氣
、
君
の
明
を
蔽
え
ば
な
り
。
明
年
、
春
秋
の
事
、
終
す
。

「
こ
の
年
の
彗
星
が
日
の
出
に
太
陽
に
乗
っ
て
現
れ
た
の
は
、

乱
気
が
君
主
の
明
哲
を
覆
い
隠
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と

は
、
董
仲
舒
と
劉
向
と
の
共
通
認
識
で
あ
る
と
班
固
は
言
う
。
そ

し
て
、
明
く
る
哀
公
十
四
年
に
『
春
秋
』
の
記
録
が
幕
を
閉
じ
る

の
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
君
の
明
を
蔽
」
う
こ
と
の
意
で
あ
る
と
す

る。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
何
休
は
こ
の
彗
星
を
「
諸
侯
、
主
に
代

わ
り
て
治
め
、
典
法
絶
滅
す
る
の
象
な
り
。
是
の
後
、
周
室
遂
に

微
な
り
、
諸
侯
相
い
兼
ね
、
秦
の
滅
ぼ
す
所
と
為
り
、
書
を
播
き

て
道
を
絶
つ
」
と
、
周
王
朝
の
滅
亡
か
ら
秦
の
暴
政
ま
で
を
予
言

す
る
も
の
と
概
観
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
班
固
は
「
明
年
、
春

秋
の
事
、
終
す
」
こ
と
の
意
味
を
具
体
的
な
応
徴
を
も
っ
て
説
明

す
る
。東

方
に
出
づ
る
は
、
診
・
角
・
冗
な
り
。
診
は
楚
、
角
・
冗
は
陳
・

鄭
な
り
。
或
い
は
角
・
冗
は
大
國
の
象
、
齊
・
晉
と
為
す
な
り
と

③
哀
公
十
三
年
「
冬
十
有
一
月
、
星
、
東
方
に
字
す
る
有
り
」

(43) 
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曰
う
。
其
の
後
、
楚
、
陳
を
滅
ぼ
し
、
田
氏
、
齊
を
纂
い
、
六

卿
、
晉
を
分
か
つ
。
此
れ
其
の
放
な
り
。

分
野
説
で
は
東
方
に
彗
星
が
現
れ
た
の
は
診
・
角
・
i

几
の
星
宿
に

当
た
る
。
診
宿
は
楚
、
角
宿
・
充
宿
は
鄭
の
分
野
で
あ
る
。
ま
た
一

説
に
よ
る
と
角
宿
・
i

几
宿
は
大
国
の
齊
と
晉
。
従
っ
て
こ
の
彗
星
は

楚
・
齊
・
晉
に
応
験
が
見
ら
れ
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
楚
は
「
秋

七
月
己
卯
、
楚
の
公
孫
朝
、
師
を
帥
い
て
陳
を
滅
ぼ
す
」
（
『
左
偲
』

哀
公
十
七
年
）
と
陳
を
攻
め
滅
ぼ
し
た
こ
と
（
前
四
七
八
年
）
、
齊
は

春
秋
の
姜
齊
が
康
公
を
最
後
に
田
和
に
第
奪
さ
れ
て
戦
国
の
田
齊

に
交
代
し
た
こ
と
（
前
三
七
九
年
）
、
晉
は
六
卿
（
韓
氏
・
魏
氏
・
趙
氏
・

苑
氏
・
中
行
氏
・
智
氏
）
に
よ
っ
て
牛
耳
ら
れ
、
前
五
二
六
年
に
昭
公

が
没
す
る
と
晉
の
公
室
は
弱
体
化
し
て
六
卿
は
い
よ
い
よ
強
大
と

な
り
、
つ
い
に
晉
は
韓
・
魏
・
趙
に
三
分
割
さ
れ
た
こ
と
（
前
三
七
六

年
）
が
こ
の
彗
星
の
放
験
で
あ
る
と
す
る
。

『
春
秋
』
が
絶
筆
と
な
る
哀
公
十
四
年
（
前
四
八
一
）
は
、
齊
の

平
公
十
三
年
、
ま
さ
に
晉
の
出
公
八
年
。
春
秋
の
齊
が
滅
ぴ
た
の

は
二
十
五
年
間
在
位
し
た
平
公
が
没
し
て
後
七
十
年
、
晉
の
静
公

が
韓
・
魏
・
趙
に
滅
ぼ
さ
れ
た
の
は
十
七
年
在
位
し
た
出
公
が
没
し

て
後
八
十
年
、
か
く
て
齊
も
晉
も
公
室
は
絶
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
春
秋
』
に
記
録
さ
れ
る
彗
星
の
事
例
か
ら
、
占

星
は
前
漢
か
ら
後
漢
に
か
け
て
単
な
る
占
い
を
脱
し
、
天
文
現
象

注
付
記

を
政
治
的
な
事
件
に
結
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
予
言
化
し
て
行

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
確
か
に
、
太
古
の
占
星
術
が
次
第
に
政
治

的
予
言
に
変
容
し
て
行
っ
た
の
は
、
も
と
も
と
国
家
占
星
術
と
し

て
展
開
し
た
中
国
の
占
星
術
の
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
こ
に
は
古
来
不
吉
の
彗
星
と
し
て
恐
れ
ら
れ
た
彗
星

に
天
の
意
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
古
代
人
の
合
理
性
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
天
文
の
神
秘
を
脅
威
と
し
て
恐
れ
、
彗
星
が
も
た
ら

す
で
あ
ろ
う
災
禍
か
ら
免
れ
る
こ
と
だ
け
を
ひ
た
す
ら
祈
る
も
の

で
は
な
い
、
神
秘
は
神
秘
と
し
て
受
け
入
れ
な
が
ら
も
、
実
際
に

納
得
で
き
る
説
明
を
試
み
る
と
い
う
知
的
作
業
が
営
ま
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
漢
代
神
秘
思
想
の
合
理
性
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
次
に
漢
代
に
発
生
し
た
彗
星
記
録
に
対
し
て
ど
の
よ

う
な
社
会
的
・
政
治
的
意
味
付
け
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
『
史
記
』

『
漢
書
』
『
後
漢
書
』
を
中
心
に
検
討
し
、
前
漢
か
ら
後
漢
、
そ
し

て
三
国
に
至
る
神
秘
思
想
の
実
相
を
探
る
こ
と
に
す
る
。

（
以
下
、
次
号
に
続
く
）

本
稿
は
平
成
十
一
・
十
ニ
・
十
三
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研

究
(
C
)
（2
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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(
1
)

一
般
に
彗
星
の
尾
（
審
）
の
短
い
も
の
を
李
、
長
い
も
の
を
彗
と
区

別
し
て
呼
ん
で
い
る
。
「
字
は
彗
な
り
」
（
『
春
秋
左
氏
偲
』
文
公
十
四

年
注
）
、
「
字
と
は
何
ぞ
。
彗
星
な
り
」
（
『
春
秋
公
羊
傭
』
文
公
十
四

年
・
昭
公
十
七
年
・
哀
公
十
三
年
）
と
あ
る
よ
う
に
、
学
は
彗
と
同
一

視
さ
れ
て
い
る
。
天
文
学
で
は
厳
密
に
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
も

あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
一
般
的
に
彗
星
と
し
て
扱
う
。
な
お
、
『
説
文
』

は
両
者
を
挙
げ
、
段
玉
裁
は
「
字
」
に
「
穀
梁
に
日
く
、
字
の
言
は

猶
お
弗
の
ご
と
き
な
り
。
弗
と
は
卿
多
き
な
り
。
凡
そ
物
盛
ん
な
れ

ば
則
ち
風
れ
易
し
」
と
言
う
。

(
2
)
哀
公
十
四
年
の
「
（
冬
）
星
、
字
す
る
有
り
。
餓
う
」
は
『
左
偲
』

だ
け
の
獲
麟
の
後
の
記
録
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
対
象
に
し
な
い
。

(
3
)

こ
こ
に
引
く
『
石
氏
占
』
及
び
『
甘
氏
占
』
は
、
す
べ
て
『
大
眉

開
元
占
糀
』
巻
第
八
十
八
「
彗
星
占
彗
星
名
欣
占
二
」
所
引
の
も
の

で
あ
る
。
『
開
元
占
糀
』
は
宋
代
に
一
度
散
逸
し
た
こ
と
が
あ
る
た
め

無
条
件
に
は
信
頼
で
き
な
い
が
、
新
城
新
蔵
は
そ
の
著
『
東
洋
天
文

學
史
研
究
』
（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
二
八
年
）
に
お
い
て
、
「
暦
初
に

於
け
る
石
氏
甘
氏
の
星
純
を
再
現
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
も
の
と
断

言
し
て
い
る
。

(
4
)
『
天
文
氣
象
雑
占
』
の
彗
星
記
録
を
も
と
に
漢
代
の
彗
星
観
を
紹
介

し
た
も
の
と
し
て
、
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(
5
)
焚
惑
に
関
し
て
は
拙
書
『
中
國
古
代
の
「
謡
」
と
「
予
言
」
』
（
創

文
社
、
一
九
九
九
年
）
第
五
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
6
)
『
公
羊
偲
』
文
公
十
八
年
に
「
子
卒
者
執
謂
。
謂
子
赤
也
。
何
以
不

日
。
隠
之
也
。
何
隠
爾
。
試
也
。
試
則
何
以
不
日
。
不
忍
言
也
」
と

あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
魯
に
お
け
る
試
君
の
事
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(
7
)

後
述
す
る
よ
う
に
、
何
休
の
こ
の
解
釈
は
『
漢
書
』
五
行
志
下
之

下
に
よ
る
限
り
麓
仲
舒
の
説
を
踏
襲
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
8
)
『
左
偲
』
に
の
み
記
載
さ
れ
る
彗
星
記
録
が
二
例
あ
る
。
哀
公
十
四

年
の
「
（
冬
）
星
、
字
す
る
有
り
。
餓
う
」
と
、
昭
公
二
十
六
年
博
文

に
見
え
る
齊
の
景
公
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
前
者
は
杜
預
も
「
偲

無
し
。
在
り
し
所
を
言
わ
ざ
る
は
、
史
、
之
れ
を
失
す
れ
ば
な
り
」

と
注
す
る
だ
け
で
、
彗
星
出
現
と
そ
の
後
に
記
さ
れ
る
飢
髄
と
の
関

係
に
も
言
及
し
な
い
。
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
『
晏
子
春
秋
』
と

は
ら

殆
ど
同
じ
く
、
「
椴
れ
を
除
う
」
彗
星
を
借
り
て
景
公
の
不
徳
を
批
判

す
る
も
の
で
あ
る
。

(45) 


